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会長職務代

 皆様、おはようございます。 

 前回の総会でも申し上げましたが、例年ですと、本日の総会は午後に開催をしまし

て、終了後に歓送迎会を開催しておりましたが、新型コロナウイルスの感染防止の観

点から、昨年度に引き続き歓送迎会は中止ということになりましたので、よろしくお

願いいたします。 

 また、本日の総会は例年人事案件のみの議案となるところですが、県農業公社から

の要望がございまして、要望内容を役員会に報告し承認をいただいた上で、公社案件

についてのみ議案を上程しております。この点につきましても、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 次に議案の訂正がございますのでお願いいたします。議案書ナンバー１の１ページ

から２ページの案件２番ですが、出し手の方がお亡くなりになりましたので、取り下

げとなります。よろしくお願いいたします。 

 次に、欠席の届出ですが、５番、三浦功委員、１７番、佐々木忠永委員、そして、

今、議案取り下げで触れましたが、ご親戚に不幸がありまして、２４番、細谷精悦会

長が欠席ということで届け出が出ております。 

 それでは、定刻より若干早いですけれども、ただいまから第１０回大仙市農業委員

会総会を開催いたします。 

                                                  (午９時５８分 開会) 

 

 会長欠席のため会長職務代理者からご挨拶がございます。 

 

（会長職務代理者挨拶） 

 
 ありがとうございました。 

 会議に先立ちまして、出席委員数をご報告させていただきます。 

 ただいまの出席者は２１人となっております。 

 会議規則第９条の規定による定足数に達しており、本総会は成立していることをご

報告申し上げます。 

 それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は会長職務代理者にお願

いいたします。 

 
 本日の会議を開催します。 

 初めに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異議

ございませんか。 

（異議なしの声） 
 
 異議なしと認め、２２番、足達信廣委員、２３番、信田浩則委員の両名を議事録署

名委員に指名いたします。 

 

 議案第１号の「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について」

を議題とします。 
 

 議案第１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について 
   農業経営基盤強化法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画の 
   決定について意見を求める。 
   令和３年３月３０日提出 

   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 議案第１号、案件３番から５番の「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積
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計画の承認について」を議題とします。本案は〇〇〇、〇〇〇〇委員の関係議案につ

き、会議規則第２８条の規定により〇〇委員の退席を求めます。 

（〇〇委員 退席） 

 
 事務局の説明を求めます。 

 

 

 それでは、２ページから３ページの３番から５番をご覧ください。関連がありますので、一括で説

明させていただきます。 

 全て農地中間管理事業一括方式による新規の利用権設定です。 

 ２ページ、３番です。利用権を制定する農地は、協和下淀川〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、

面積は〇〇〇平方メートル外、田１筆、合計面積は〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん６１歳です。 

 

 次に４番です。 

 利用権を設定する農地は、協和下淀川〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積は〇〇〇平方メー

トル、１筆です。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、８６歳です。 

 

 ３ページ、５番です。 

 利用権を設定する農地は、協和下淀川〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積は〇〇〇平方メー

トル、１筆です。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、６９歳です。 

 利用権を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇さんです。 

 期間は５年と９か月、賃料は１０アール当たり〇〇円です。 

 申請の理由としまして、当該農地は、今年まで〇〇〇〇さんが〇〇〇〇さんから借り受けて作付け

をしておりました。しかし、〇〇〇〇さんの体調不良により、賃貸借契約の更新と自分自身が所有す

る農地の耕作ができなくなりました。そのため、近隣農地を耕作している〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇さんに相談したところ、この農地を〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇で耕作す

ることとなったものです。 

 なお、本案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと思われま

す。 

 よろしくご審議くださるようお願いします。 

 

会長職務代

理者 

 

 

 

会長職務代

理者 

 

 

 

会長職務代

理者 

 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 
 ないようですので、これより採決いたします。 

 議案第１号、案件３番から５番については、原案のとおり決定することに賛成の方

は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 

 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、議案第１号、案件３番から５番の「農業経営基盤強化促進法に

基づく農地利用集積計画の承認について」は、原案のとおり承認することに決定しま
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した。 
 〇〇〇、〇〇委員の入場を求めます。 
（〇〇委員 入場） 

 
 次に、議案第１号、案件１番を及び案件６番から１５４番までの「農業経営基盤強

化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について」を議題とします。 
 事務局の説明を求めます。 

 
 

 

 １ページ、１番及び３ページ、６番から１４５ページ、１５４番までをご説明いたします。 

 １ページ、１番のご説明をいたします。 

 利用権を設定する農地は、大仙市強首〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇〇〇平方メー

トル、１筆です。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、６６歳、ほか１４９名。 

 利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

さん、ほか１９名です。 

 総計１５１件、田、１，３３７筆、畑、４５筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇平方メートル

です。 

 １０アール当たり賃借料につきましては、田は使用貸借から〇〇円、畑も使用貸借から〇〇〇〇〇

〇〇円と幅があります。これは、補助条件やこれまで賃貸借していた経緯などの理由が考えられます。 

 設定期間は、３番から５番が５年９か月、それ以外の案件は１０年です。 

 

 次に、詳細につきまして、一部ご説明いたします。 

 １８ページ、１８番の賃借料は、近隣と比較して低料となっておりますが、対象の農用地は水の便

が非常に悪く、耕作が不便なことから、以前より大豆を作付けしていることによるもので、前賃貸借

契約の賃借料を引き継ぐものになります。 

 次に１１５ページ、９７番の賃借料が〇〇〇〇〇円の理由は、土地改良区に係る圃場整備償還金ま

で、受け手の〇〇〇さんが支払うことで話がまとまり、このような金額設定となりました。 

 次に１２０ページ、１０２番です。賃借料〇〇〇〇〇円と端数がついている理由は、字堤の田５筆、

合計面積〇〇〇〇〇平方メートルを総額〇〇〇〇〇〇〇円でという申し出で、それ以外の農地は備考

にありますとおり、〇〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇は使用貸借となっております。総額〇〇〇〇〇〇〇円

を〇〇〇〇〇平方メートルで割り返しまして、１０アール当たり賃借料が〇〇〇〇〇円となったもの

でございます。 

 

 ご説明した以外の１件ごとの詳細につきましては、議案書をご確認いただきますようお願いいたし

ます。 

 

会長職務代

理者 

 

 

 

会長職務代

理者 

 

 

 

会長職務代

理者 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 

 ないようですので、これより採決いたします。 
 議案第１号、案件１番及び案件６番から１５４番までについては、原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、議案第１号、案件１番及び案件６番から１５４番までの「農業
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経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について」は、原案のとおり承

認することに決定いたしました。 
 

 次に、議案第２号の「大仙市農業委員会職員の任免について」を議題とします。 
 
 議案第２号 大仙市農業委員会職員の任免について 
   農業委員会等に関する法律第２６条第３項および大仙市農業委員会事務局設置 

   規則第３条の規定により、大仙市農業委員会職員の任免について承認を求める。 
   令和３年３月３０日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、私のほうから「大仙市農業委員会職員の任免について」ご説明いたします。 

 大仙市の定期人事異動に伴いまして、事務局及び分室の職員に異動がございました。 

 議案第２号の資料の３ページに書いてありますように、農業委員会等に関する法律第２６条第３項

及び大仙市農業委員会事務局設置規則第３条により、職員は農業委員会が任免することとなっており

ますので、今回の総会議案とさせていただきました。 

 議案書ナンバー２の１ページから２ページをご覧になります。 

 また、資料の１ページから２ページも併せてご覧になります。 

 

 まず職員を免ずる者からですが、大曲分室の大隅寿範主幹が、協和支所市民サービス課へ転出いた

します。中仙分室の高橋宏範主幹が、課内の配置替えにより併任が解かれます。協和分室の稲葉久則

主査が課内の配置替えにより併任が解かれます。南外分室の高橋保乃佳主事が課内の配置替えにより

併任が解かれます。仙北分室の竹村智子主幹が仙北公民館へ転出いたします。太田分室の伊藤久子主

幹が、令和３年３月３１日付で定年退職いたします。なお、事務局の小林習之主幹が、大曲分室の併

任が解かれます。 

 

 次に職員に任命する者でありますが、大曲分室には、太田公民館より藤本若樹主事が転入し、担当

となり、農業振興課併任となります。中仙分室には藤原喜文参事が課内の配置替えにより担当となり、

中仙北支所農林建設課併任となります。協和分室には、加藤和代副主幹が課内の配置替えにより担当

となり、協和北支所農林建設課併任となります。南外分室には、佐藤茂暁副主幹が課内の配置替えに

より担当となり、南外支所農林建設課併任となります。また、主幹へ昇格いたします。仙北分室には、

令和３年３月３１日付で定年退職となります太田支所農林建設課の伊藤久子主幹が令和３年度に再

任用され、仙北支所農林建設課に配属され、併任となります。太田分室には、斎藤有紀子副主幹が課

内の配置替えにより担当となり、太田支所農林建設課併任となります。また、主幹へ昇格いたします。 

 

 以上、職員の人事につきましてご説明いたしましたが、大仙市農業委員会職員の任免について、ご

承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

会長職務代

理者 

 

 

会長職務代

理者 

 本案については、ただいまの説明をもって、任免といたしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 
（なしの声） 

 
 質疑なしと認め、議案第２号の「大仙市農業委員会職員の任免について」は原案の

とおり決定いたしました。 
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会長職務代

理者 

 

茂木委員 

 
 次に、報告第１号の「大仙市農業委員会だより第２０号について」を議題とします。 
 

 報告第１号 農業委員会だより第２０号について 
   農業委員会だより第２０号が完成したので、大仙市農業委員会専門委員会設置 
   規程第７条に基づいて報告する。 
   令和３年３月３０日提出 

   大仙市農業委員会広報専門委員会 委員長 茂木靖雄 
 
 茂木広報専門委員長より報告願います。 

 

 

 それでは、農業委員会だより第２０号の発行についてご報告いたします。 

 去る１月１５日、２月１９日及び３月１０日に広報専門委員会を開催し、掲載内容について、協議、

検討いたしました。委員の皆様の意見や要望などを聞き取りながら、慎重に検討し、協議を重ねた結

果、管内農業者の紹介、標準賃金・料金表、農地賃借料情報を掲載し、お手元に配布のとおり、完成

しましたので、ご報告いたします。 

 なお、この農業委員会だより第２０号は、４月１日発行の広報だいせんと一緒に市内全戸に配布さ

れる予定となっております。 

 また、大仙市のホームページにも掲載し、広く閲覧できるようにしております。 

 今後も誌面の充実を図っていきたいと思いますので、委員の皆様、推進委員の皆様方からの情報提

供とご協力をお願いいたします。 

 以上、報告といたします。 

 

会長職務代

理者 

 

 

 

会長職務代

理者 

 

 

 

会長職務代

理者 

 

 

 

 以上、報告といたします。 

 これをもちまして、本日の日程は終了いたしました。 
 その他、事務局から何かございませんか。 
（なしの声） 
 

 ないようですけれども、委員の方々から何かございませんか。 
 来月、年度も替わることですので、何かご要望等々あれば。 
 ありませんか。 
（なしの声） 

 
 なければ、以上をもちまして第１０回大仙市農業委員総会を閉会いたします。 
 本日はご苦労さまでした。 
 

                                              (午前１０時１８分 閉会) 
 

 


